
 

 

 

（特別徴収義務者用） 

■ 制度概要 
令和６年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩
和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和６年分所得税および令和６
年度分（一部令和７年度分）個人住民税の定額減税を実施します。 
 

■ 減税額 
定額減税による住民税所得割額の特別控除額は、次の金額の合計額です。 
１．本人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円 

２．控除対象配偶者および扶養親族・・・・ １人につき 10,000円 

 前年の合計所得金額が 1,805 万円を超える方は、対象外となります。 
 住民税が非課税の方、均等割と森林環境税のみ課税される方は、対象外となります。 

 控除対象配偶者・扶養家族のうち、国外居住者は対象外となります。 

 同一生計配偶者（1,000 万円以上の所得がある納税者に扶養されている配偶者）で

ある方は、納税者の令和７年度分の住民税所得割額から、１万円を控除します。 

 

■ 徴収方法 

例年、住民税は６月から翌年の５月までの１２回に分けて徴収し、その月分を翌月   

１０日までに納入していただいておりますが、令和６年度につきましては、令和 6 年 6

月分は徴収せず、「定額減税後の税額」を令和 6 年 7 月分から翌年の 5 月分までの１１

回に分け納入していただくことになります。 

定額減税の減税額は、市で計算を行い、定額減税後の確定した税額を「特別徴収税額の決定

通知書」に記載しております。通知書に基づき各納税者から毎月徴収し、翌月１０日までに納

入してください。 

 

＜減税の実施方法（イメージ）＞ 

【通常】 

 
 

【Ｒ６年度】 

  ※ ６月分は徴収せず、７月から翌年５月までの１１回で納付 

 

令和６年度住民税の定額減税のお知らせ 
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例年、６月から翌年５月までの期間において徴収していますが、令和６年度分の住民税の

徴収期間は、令和６年７月から令和７年５月までの１１回に分けて徴収します。 
（例） 

令和６年度住民税額 200,000 円（所得割額 194,200 円＋均等割額 4,800 円＋森林環境税 1,000 円） 

配偶者と扶養家族 2 名（計 3 名）を扶養している納税者の場合 

令和６年度住民税額所得割額 194,200 円―定額減税可能額 40,000 円{（本人 1＋配偶者 1＋扶養家族 2）

×10,000 円}＝154,200 円 

定額減税後所得割額 154,200 円＋均等割額 4,800 円＋森林環境税 1,000 円＝ 課税額 160,000 円 

 

 

 

 

定額減税した結果、減税できなかった金額は、所得税分控除不足額をあわせて給付金（調

整給付）を給付します。なお、均等割額 4,800 円および森林環境税 1,000 円は、定額減税

の対象外ですので、この分は７月の給与から徴収します。 
（例） 

令和６年度住民税額 18,000 円（所得割額 12,200 円＋均等割額 4,800 円＋森林環境税 1,000 円） 

配偶者と扶養家族 2 名（計 3 名）を扶養している納税者の場合 

令和６年度住民税所得割額 12,200 円―定額減税可能額 40,000 円{（本人 1＋配偶者 1＋扶養家族 2）×

10,000 円}＝△27,800 円 

均等割額 4,800 円と森林環境税 1,000 円を７月の給与から徴収します。 

【定額減税前】課税額200,000円　

税額 ¥17,400 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600

納付月 Ｒ6.６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 Ｒ7.１月 ２月 ３月 ４月 ５月

【定額減税後】課税額160,000円

税額

¥15,000 ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500

納付月 Ｒ6.６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 Ｒ7.１月 ２月 ３月 ４月 ５月

納付なし

１．定額減税可能額を全額控除できる方 

２．定額減税可能額を全額控除できない方 



 

 
定額減税できなかった 27,800 円について、所得税分控除不足額とあわせて給付金（調整給

付）を給付します。 

この申請案内通知は、市役所社会福祉課から７月以降に送付する予定です。 

 

 

 

納税者の合計所得が 1,805 万円を超える方は、定額減税の対象外となります。 

例年通り、当年６月から翌年５月までの期間において、徴収します。 

 

 

 

 

 

令和５年度課税（令和４年中所得）においては、住民税所得割の課税世帯であったが、

令和６年度課税（令和５年中所得）において、新たに住民税非課税世帯または住民税均

等割と森林環境税のみ課税世帯となった場合は、１世帯あたり１０万円が給付されます。 

この給付金の申請案内通知は、市役所社会福祉課から７月以降に送付する予定です。 

ただし、令和５年度に給付対象となった世帯および令和６年度課税において、住民税

課税者に扶養されている方のみで構成される世帯は、対象外です。 

詳しくは、高島市役所 社会福祉課 25－8535 へお問い合わせください。 

＊均等割 4,800 円と森林環境税 1,000 円のみ課税となった方の納付方法 
均等割・森林環境税のみ課税となった方は、６月に一括で徴収します。 

【定額減税前】課税額18,000円　

税額 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500

納付月 Ｒ6.６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 Ｒ7.１月 ２月 ３月 ４月 ５月

【定額減税後】課税額5,800円

¥5,800

税額

納付月 Ｒ6.６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 Ｒ7.１月 ２月 ３月 ４月 ５月

納付なし納付なし 納付なし 納付なし 納付なし 納付なし 納付なし 納付なし 納付なし 納付なし 納付なし

３．定額減税の対象外となる方 

４．定額減税ではなく、給付金が給付される方 
（令和６年度に新たに①住民税非課税となった世帯、②住民税均等割と森林環境税のみ課税となった世帯） 



 

■ 定額減税額の確認方法 

＊「令和６年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の 

決定・変更通知書（納税義務者用）」の摘要欄をご覧ください。 

（例１）定額減税額を全額控除できる方（定額減税可能額 30,000 円を全額定額減税した場合） 

「定額減税残０円 定額減税 市：18,000 円 県：12,000 円」と記載されます。 

（例２）定額減税額を全額控除できない方 

    定額減税可能額 30,000 円であり、22,000 円を定額減税し、8,000 円が定額減税でき

ず、後日、所得税分控除不足額と合わせて、給付金（調整給付）が給付される場合 

    「定額減税残 8,000 円 定額減税 市：13,200 円 県：8,800 円」と記載されます。     

（例３）定額減税の対象外となる方 

納税者の合計所得が 1,805 万円を超える方や均等割・森林環境税のみ課税される方は、

定額減税額や定額減税残額の記載は、ありません。 

 

 

■ 住民税のしくみ 

住民税＝所得割＋均等割 4,800 円＋森林環境税 1,000 円 
 所得割とは、前年の課税所得金額に応じて課税した税額です。 

 均等割とは、前年の合計所得金額が、一定額以上ある人に課税される税額です。 

 森林環境税とは、森林整備の財源確保を目的とし、令和６年度から個人に対して課税さ

れる国税です。 

 
■ 所得税（国税）の定額減税 

令和６年分所得税について、所得税額の定額減税を受け

ることができる人は、令和６年分所得税の納税者である居

住者で、令和６年分の所得税に係る合計所得金額が、1,805

万円以下である人です。 

所得税（国税）の定額減税額は、次の金額の合計額です。 

１．本人（居住者に限ります）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000 円 

２．同一生計配偶者または扶養親族（いずれも居住者に限ります）・・・30,000 円 

詳しくは、国税庁定額減税サイトをご覧いただくか、 

国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901 へお願いします。 

 

住民税の定額減税についての問い合わせ 

 

市民税・県民税　

④ 森林環境税

   森林環境税 ⑤

⑥

⑦

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

（摘要）   　年　　月　　日

⑬ 滋賀県高島市長

問い合わせ先

高島市役所 税務課 市民税担当 電話(0740) 25-8116

給与所得等に係る 特別徴収税額通知書（納税義務者用）

１０月分

　　　　年度　給与所得等に係る
市民税・県民税　

特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）

増 減 額 （ ⑨ - ⑬ ） ４月分

地 震 保 険 料 所 得 控 除 計 ② 既 納 付 額 １月分

１１月分

変 更 月 月 ５月分

差引納付額（⑨-⑫-⑩、⑪） ２月分

変 更 前 税 額 ３月分

小 規 模 企 業 共 済 扶 養

医 療 費 配 偶 者 先 物 取 引

社 会 保 険 料

同

障

特

障

他

障

特

定

同

老

老

人

配 偶 者 特 別
控

配

所

得

控

除

雑 損 障 ・ 寡 ・ ひ ・ 勤

既充当額・既委託納付額

寡

婦

ひ
と
り
親

勤
労
学
生

控 除 不 足 額未
成
年
者

特

障

他

障

歳

未

満

そ
の
他

繰

越

損

失

本人該当区分
老

配

生 命 保 険 料 基 礎

上場株式等の配当

扶養親族該当区分

　あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定(変更)したので、地方税法第41条、第319条及び第321条の4(第321条の6)の規定によって通知します。

また、この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3ケ月以内に市長に対して審査請求をすること

ができます。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市

を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

　なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求が

あった日から起算してから3ヶ月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

税 額 控 除 前 所 得 割 額

所 得 割 額

特 別 徴 収 税 額

９月分

１２月分

分 離 短 期 譲 渡

均 等 割 額

納付額
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額

市

民

税

税 額 控 除 前 所 得 割 額

分 離 長 期 譲 渡

宛名番号

株 式 等 譲 渡

指定番号

６月分

７月分

均 等 割 額

そ の 他 の 所 得 計 所 得 区 分

総所得金額①

森 林 環 境 税 額

住　　　　　所
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業

等

農

業

氏　　名税 額 控 除 額 受給者番号

給 与 所 得
（ 所 得 金 額 調 整 控 除 後 ）

以 外 の 合 算 山 林 所 得

所 得 割 額

16

詳しくは、「内閣府：新

たな経済に向けた給

付金・定額減税一体措

置」をご覧ください。 
 

国税庁定額減税特設サイト 

高島市役所 総務部 税務局 税務課 

0740-25-8116 

 


